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有効期限が切れた「保険証」または「資格確認書」は、健康保険課へ
返却または裁断により破棄してください。
医療機関などで誤って使用されませんようご注意ください。

後期高齢者医療対象の方へ

注意

2広報しんとう

村からのお知らせ| Notice from the Village

災
害
に
備
え
よ
う

　「保険証」の新規発行が終了し、マイナ保険証（健康保険証と
して利用登録済みのマイナンバーカード）を基本とする仕組みに
移行しました。　
　今年度はマイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証に対応
していない医療機関などでも円滑に受診できるよう、８月１日か
ら使える「資格確認書」を全員に交付します。

現在お持ちの「保険証」または「資格確認書」
は、７月31日が有効期限です。８月１日以
降にお使いいただく新しい資格確認書（茶
色）は、７月中旬に発送しました。

■医療機関などを受診したときの自己負担割合について
　資格確認書に記載される自己負担割合は、同一世帯の被保険者の令和７年度の住民税課税所得により判
定されます。

所得区分 住民税課税所得 自己負担の割合

低所得者
Ⅰ・Ⅱ ○住民税非課税世帯

１割
一般Ⅰ ○�同一世帯の被保険者が課税所得145万円未満

一般Ⅱ

○同一世帯に被保険者が１人の場合
　�住民税課税所得28万円以上かつ年金収入＋その他の合計所得金額
が200万円以上

○同一世帯に被保険者が２人以上の場合
　�住民税課税所得28万円以上かつ年金収入＋その他の合計所得金額
が320万円以上

２割

現役並み所得者
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ ○�同一世帯の被保険者が課税所得145万円以上 3割

８月１日より新しい資格確認書（旧保険証）を
ご利用ください
 問い合わせ先  健康保険課（☎０２７９－２６－２５１３）
 問い合わせ先  群馬県後期高齢者医療広域連合（☎０２７－２５６－７１２５）
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　保険証廃止に伴い、限度額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は廃止されました。

《マイナ保険証をお持ちの場合》 《マイナ保険証をお持ちでない場合》

医療機関の受診時に「マイナ保険証」を提示
→役場での手続きは不要です。

限度区分（「現Ⅰ」「現Ⅱ」「区Ⅰ」「区Ⅱ」）が併記された
「資格確認書」を提示
→「現Ⅰ」「現Ⅱ」…現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ
「区Ⅰ」「区Ⅱ」…低所得者Ⅰ・Ⅱ

役場で申請の手続きをしてください。
→「一般Ⅰ」「一般Ⅱ」「現役並み所得者Ⅲ」の方は、役
場での申請は不要です。ご自身の所得区分に関しては健
康保険課にお問合せください。

　◦�オンライン資格確認の仕組みにより、限度区分が確認できる医療機関などの窓口で同意した場合、限
度区分の記載のない資格確認書の提示でも限度区分が適用されます。

　◦�前年度に「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度区分が併記された資格
確認書」を発行していて、令和７年度も区分の変更がない方は、申請手続きを省略し、限度区分が記
載された資格確認書を送付します。　

　◦�住民税非課税世帯の被保険者の場合、入院したときの食事代が減額されます。入院時の食事代は、入
院するときに限度区分が確認できないと減額の対象になりませんのでご注意ください。

令和７年度の後期高齢者医療保険料の制度が改正されました
　令和６年度の消費者物価の伸びの見通しなどを考慮し、均等割額の５割および２割軽減の対象世帯に係
る所得判定基準が改正されました。

軽減割合 軽　減　該　当　条　件
（均等割額の軽減は、同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額などの合計額で判定します。）

７割軽減 「43万円＋10万円×（年金・給与所得者の数－１）」以下

５割軽減 「43万円＋29万５千円×（世帯の被保険者数）＋10万円×（年金・給与所得者の数－１）」以下

２割軽減 「43万円＋54万５千円×（世帯の被保険者数）＋10万円×（年金・給与所得者の数－１）」以下

⬇
令和７年度は次のとおり変更となります。■：変更箇所
７割軽減 変更なし

５割軽減 「43万円＋30万５千円×（世帯の被保険者数）＋10万円×（年金・給与所得者の数－１）」以下

２割軽減 「43万円＋56万円×（世帯の被保険者数）＋10万円×（年金・給与所得者の数－１）」以下
※�年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数で
す。

　◦給与収入が55万円を超える人（給与収入のうち事業専従者給与分を除く）
　◦前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金など収入額が60万円を超える人
　◦前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金など収入額が125万円を超える人

医療機関などの窓口における支払いが高額になる場合、今後は以下の方法により、
該当する所得区分の自己負担限度額までの支払いに抑えることができます。
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　国民健康保険の被保険者は、医療機関などを受診するときに限度額適用認定証または限度額適用・標準
負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示することで、医療費などの自己負担が限度額までとなります。

　現在認定証をお持ちでない方で入院などにより高額な医療費を支払う必要がある場合は、受診前に健康
保険課で認定証の交付申請手続きをしてください。
　また、住民税非課税世帯の場合、入院したときの食事代が減額されます。入院時の食事代は、入院する
ときに認定の確認ができないと減額の対象になりませんのでご注意ください。なお、保険税の納付状況に
より、認定証の交付ができない場合があります。

　母子・父子家庭、重度心身障害者、高齢重度障害者に該当する方の福祉医療費受給資格者証（ピンク色
の医療券）の更新に伴い、現在お使いの受給資格者証は、８月１日以降使用することができなくなります
ので、健康保険課へ返却してください。

■対象者
　⃝�母子・父子家庭（扶養している子どもの年齢が18歳に達する日以後の３月31日まで）
　⃝�重度心身障害者（身体障害者１級・２級、障害基礎年金１級、療育手帳A判定、特別児童扶養手当１級、

障害者自立支援法施行令第１条第３号に規定する精神通院医療適用者）
　⃝�高齢重度障害者（身体障害者１級・２級、障害基礎年金１級、療育手帳A判定）

勤務先、住所などを変更した場合は、受給資格者証の更新手続きが必要です。医療保険の資格情報が
わかるもの・受給資格者証をお持ちのうえ、必ず14日以内に健康保険課で更新手続きしてください。

重度心身障害者・高齢重度障害者の皆さまへ
　所得制限により対象外となった方に、７月中旬に別途資格喪失通知を送りました。所得基準による判定は、
税情報に基づくものであり、翌年度以降の受給の可否については改めて、ご自身で申請する必要がありま
すのでご注意ください。

詳細については、右記の群馬県ホームページをご確認ください。▶

国民健康保険対象の方へ　限度額適用認定証などの更新時期です
 問い合わせ先  健康保険課（☎０２７９－２６－２５１３）

８月１日より福祉医療費受給資格者証をご利用ください
 問い合わせ先  健康保険課（☎０２７９－２６－２５１３）
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対象者には、新しい受給資格者証を７月中に郵送しますので、通知を
確認し手続きを行ったうえで、８月１日以降は、新しい受給資格者証
を使用してください。

これらの認定証は、毎年７月31日が有効期限となり、８月１日以降は現在お使い
の認定証を使用することができません。引き続き認定証を使用する方は、８月中
に健康保険課で手続きを行ってください。



　対象者には通知が郵送されますので、出席される場合には同封の返信用ハガキを送付してください。

日時：９月13日（土）９時30分から12時まで（受付：９時から）
場所：榛東中学校体育館
内容：敬老会式典　白寿・米寿・プラチナ婚・ダイヤモンド婚・金婚の褒賞
　　　　　催し物　江

え
戸
ど
太
だい
神
かぐ
楽
ら
　仙

せん
若
わか
氏（和傘の上で物を回す曲芸など日本の伝統芸）

　　　　　　　　　榛東中学校吹奏楽部による記念演奏

©群馬県　ぐんまちゃん昨年度の開催の様子
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　北群馬郡の魅力を地域内外の皆さんにもっと知っ
てもらうため、今年も「しんとう・よしおか　しん
きちマルシェ」を開催します。

▼開催日時
　令和７年９月20日（土）　10時から16時まで

▼開催場所
　ジョイホンパーク吉岡
（北群馬郡吉岡町大字大久保364番地１）

▼開催内容
　地域事業者による各種物販、体験ワークショップ、
キッチンカーによる飲食物販売
　イベントに関する詳しい情報は、両町村のホーム
ページのほか、しんとう・よしおか　しんきちマル
シェの公式Instagramをご確認ください。
　皆様のご来場をお待ちしております。
【公式Instagramアカウント二次元コード】
　アカウントをフォローして、しんとう･
よしおかしんきちマルシェを応援してくだ
さい！

「しんとう・よしおか　しんきちマルシェ」にぜひお越しください！
 問い合わせ先  産業振興課（☎０２７９－２６－２５５９）

敬老会への出席お待ちしています
 問い合わせ先  健康保険課（☎０２７９－２６－２５１３）
 問い合わせ先  社会福祉協議会（☎０２７９－５５－５２９４）
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対象者は、令和７年度中に76歳以上になる方
（昭和25年４月１日までに生まれた方）です。

昨年度の開催の様子



定額減税補足給付金（不足額給付）の受付がはじまります！
 問い合わせ先  総務企画課（☎０２７９－２６－２４０７）

　令和６年度に実施した定額減税補足給付金（当初調整給付）は、令和５年所得などを基にした推計額（令
和６年分推計所得税額）を用いて算定していました。そのため、令和６年分所得税および定額減税の実績
額などが確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度当初調整給付額との間で差が生じている方に、
「定額減税補足給付金（不足額給付）」の給付を行います。
　本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方
も対象となります。

給付額　
（1）「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額（１万円単位に切り上げた金額）
（2）原則４万円（定額）
※令和６年１月１日時点で国外居住者であった場合は3万円

注意事項　　　
※�この給付金は、令和７年度住民税課税自治体から給付されます。したがって、原則、令和７年１月１日
時点で榛東村に住民登録をしている方が算定対象となります。令和７年１月２日以降に、榛東村に転入
された方は、前住所地の自治体へお問い合わせください。

※�令和６年１月２日から令和７年１月１日に転入された方の場合、榛東村で住民税の課税状況などが確認
できない方は、村から書類を送付することができない場合があります。給付の対象になると思われる方は、
総務企画課へお問い合わせください。

最新情報・詳細は、村ホームページに掲載しています。▶

制度内容については、内閣官房ホームページをご覧ください。▶

窓口は、役場２階�総務企画課です！
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８月中旬から順次、対象の方へ通知します。
給付を希望される場合は、締切までに手続きしてください。

提出締切：令和７年10月31日（金）　※当日消印有効



給付対象者：（1）または（2）に該当する方

（1）当初調整給付の算定に際し、令和５年所得などを基にした推計額（令和６年分推計所得税額）を
用いて算定したことなどにより、令和６年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、
本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足の差額が生じた方

（2）①～③のすべてにあてはまる方
①�令和６年分所得税および令和６年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が０円であり、本人と
して定額減税対象外である

②税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族などとして定額減税対象外である
③次のいずれの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない�
　　　・令和５年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付（７万円または10万円）
　　　・令和６年度住民税非課税化または均等割のみ課税化世帯への給付（10万円）

>>支給対象となる可能性がある方の例
・支給要件を満たす青色事業専従者、事業専従者（白色）
・支給要件を満たす合計所得金額48万円超の者

※�推計所得税額とは、令和５年分所得などをもとに計算（推計）された令和６年分所得税額で、当初調整給付の際に
使用しています。

※�所得税額（実績）とは、令和６年分の確定申告や年末調整などを実施したことで確定した令和６年分所得税額です。
※定額減税可能額（所得税分）＝（本人＋扶養親族）×３万円
※�個人住民税の扶養親族数は、令和５年12月31日時点の状況で判定するため、令和６年中に扶養親族に変数があっ
た場合でも、定額減税可能額（住民税所得割分）は変動しません。

>>支給対象となる可能性がある方の例
令和５年所得＞令和６年所得となった場合（本人＋扶養親族２人の場合）

令和５年所得
推計所得税額　　　　　　　　4万円
定額減税可能額（所得税分）　　9万円

当初調整給付額　　　　　　　5万円Ⓐ
＞

令和６年所得
所得税額（実績）　　　　　　　2万円
定額減税可能額（所得税分）　　9万円

本来給付すべき所要額　　　　 ７万円Ⓑ

→　差額　　２万円（※端数切上げ）を不足額として給付
（本来給付すべき所要額７万円Ⓑ　－　当初調整給付額５万円Ⓐ　＝　２万円）

こどもの出生などにより、扶養親族が令和６年中に増加した場合

令和５年扶養状況（妻＋子１人）
推計所得税額　　　　　　　　4万円
定額減税可能額（所得税分）　　9万円

当初調整給付額　　　　　　　5万円Ⓐ
＞

令和６年扶養状況（妻＋子２人）
所得税額（実績）　　　　　　　４万円
定額減税可能額（所得税分）　 12万円

本来給付すべき所要額　　　　  ８万円Ⓑ

→　差額　　３万円（※端数切上げ）を不足額として給付
（本来給付すべき所要額８万円Ⓑ　－　当初調整給付額５万円Ⓐ　＝　３万円）
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児童扶養手当・特別児童扶養手当は８月に手続きが必要です！
 問い合わせ先  住民生活課（☎０２７９－２６－２４９４）

児童扶養手当
児童扶養手当とは…
　父母の離婚などにより、父または母と生計を同
じくしていない18歳未満（18歳に達している場合
は、その年度の３月31日まで）の児童を養育して
いる父または母などに対して支給されます。

手当を受けられる人
　次の①から⑨のいずれかに該当する児童を養育
している父または母など
　①父母が離婚
　②父または母が重度障害者
　③父または母が生死不明
　④父または母から１年以上遺棄
　⑤父または母が１年以上拘禁
　⑥父または母が保護命令を受けている
　⑦未婚の母
　⑧父母ともに不明
　⑨父または母が死亡
※上記の条件に該当していても、支給要件、所得
制限または公的年金などの金額により、手当が支
給されない場合があります。

支給額
　所得および児童の数により支給
金額が決定されます。
　　　　　　　詳しくはこちら▶

児童扶養手当
「現況届」の提出が必要です。
※提出がない場合、11月分からの手当が支給され
ません。

提出する書類
　どちらの手当を受給中ですか?
※提出が必要な方には、７月下旬に通知を発送します。

特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは…
　身体または精神に障害のある20歳未満の児童を
養育している父または母（どちらか所得の多い方）
に支給されます。父母以外の人が児童を養育して
いる場合にも支給されます。
※�障害の程度、支給要件、所得制限または公的年
金などの金額により、手当が支給されない場合
があります。

支給額
　児童の障害の程度により支給額
が決定されます。
　　　　　　　詳しくはこちら▶

特別児童扶養手当
「所得状況届」の提出が必要です。
※提出がない場合、８月分からの手当が支給され
ません。
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児
童
扶
養
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当

〈お願い〉
　受給要件に関する事項（婚姻、住所異動、
家族構成の変化など）に変更があった場合に
は、速やかに手続きを行ってください。
　受給要件から外れた場合に手続きを行わず
受給を続けた場合、手当を返還する必要があ
ります。
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　村税務会計課では村が口座振込により公金を支払う場合に「口座振込（支払）のご案内」
を郵送しております。こちらの通知が不要な方は、以下の案内のとおり申請してください。
詳細は、村ホームページにも掲載しています。

対象となる通知　　　　　　
「口座振込（支払）のご案内」
（シントウムラカイケイの名称での口座振込の際に
郵送している通知書）

申請方法　　　　　　
1. オンライン申請
　こちらの電子申請フォームから
申請してください。

2. 窓口申請
　榛東村役場1階税務会計課会計窓口にて
お声かけください。

水道メーター検針のご協力を！
 問い合わせ先  上下水道課（☎０２７９－２６－２６４２）

「口座振込（支払）のご案内」が不要な方はご連絡ください
 問い合わせ先  税務会計課（☎０２７９－２６－２７４３）

水
道
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス

環
境
配
慮
の
た
め
に

資源の節約になります！

　榛東村では、毎月１～14日頃に村委託の検針員がお伺いして、メーターを
確認しています。
　スムーズに検針業務が行えるよう、次のことについてご理解とご協力をよ
ろしくお願いします。

犬は検針の際の出入口やメーターボックスから
離れた場所につないでください。

ボックスの上に物を置かないでください。
ボックスの中はメーターが見えるようにしてください。

周りの草は刈っておいてください。



みなさん入賞　おめでとう

第6回東京国際武術節競技大会

第49回村民バレーボール大会

北群馬・渋川春季柔道大会

優　勝：13区 準優勝：４区

小学２年男子　第３位：田中　武人さん
小学３年男子　第３位：牧　　海成さん
小学４年女子　優　勝：上村　花暖さん
　　　　　　　第３位：田中　　葵さん
小学５年男子　第３位：梁木　太平さん

中学１年男子　第３位：赤羽　誠司さん
中学３年男子　第３位：岩田　真聡さん
軽 　 量 　 級　優　勝：廣橋　紅葉さん
重 　 量 　 級　優　勝：上村　紗愛さん
　　　　　　　第２位：山川　紗綾さん

これから暑い時期を迎えます。熱中症やケガに注意してスポーツを楽しんでくださいね！

簡化24式太極拳
優　勝：小池　修さん
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大
会
の
結
果

日々の努力の成果が
しっかり発揮できました！



みなさん入賞　おめでとう
第44回　関東ブロック　スポーツ少年団競技別交流大会

榛東村子育連　令和７年度スポーツレクリエーション大会

群馬県糸東会空手道大会

群馬予選会　ミニバスケットボールの部

優　勝：７区 準優勝：18区

中学生　形
　優　勝：関　　正宗さん（最優秀選手賞）
　準優勝：山藤　健心さん　第３位：清水　悠真さん
中学生 組手
　優　勝：山藤　健心さん
　準優勝：関　　正宗さん　第３位：清水　悠真さん
高学年　形
　優　勝：新井　楓希さん（最優秀選手賞）
　準優勝：笹本　将斗さん
　第３位：金井隆之介さん　第４位：崔　　昶樹さん
高学年　組手
　優　勝：笹本　将斗さん　準優勝：新井　楓希さん
　第３位：金井隆之介さん　第４位：崔　　昶樹さん
低学年　形
　優　勝：尾形　竜聖さん　準優勝：武田　千佳さん
　第３位：金井　駿平さん　第４位：中山　翔馬さん
低学年　組手
　優　勝：武田　千佳さん（最優秀選手賞）
　準優勝：金井　駿平さん
　第３位：尾形　竜聖さん　第４位：中山　翔馬さん

女子の部
準優勝：榛東ミニバスケットボールクラブ
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　本籍地の市区町村から「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が届きます（通知ハガキの発送時期は市
区町村によって異なります）。
　榛東村に本籍がある方へは、令和７年８月上旬頃に通知ハガキの発送を予定しています。

〈通知ハガキが届いたら〉
　通知されたフリガナを確認してください。通知ハガキに記載されているフリガナが正しい場合は
届出は不要です。令和８年５月26日以降、順次戸籍に記載されます。
　万が一、通知されたフリガナが間違っていたときは、令和８年５月25日までに氏名の振り仮名届
を本籍地またはお住まいの市区町村窓口に届出するかオンライン等で届出することで、戸籍に正し
い氏名のフリガナが記載されます。

村からのお知らせ| Notice from the Village

７ 月 新 刊 情 報 南部コミュニティセンター図書室
 問い合わせ先  南部コミュニティセンター（☎０２７９－５４－０４８８）

利用時間　８時30分から17時まで　　休館日　毎週月曜日・祝日

書　　　名 著者名
架空犯 東野圭吾

カフネ 阿部暁子

猫の刻参り 宮部みゆき

署長サスピション 今野敏

任侠梵鐘 今野敏

逃亡者は北へ向かう 柚月裕子

おすすめ本

禁忌の子／山口未桜
　あなたは自分と同じ顔の死体と
会ったことがありますか？
　救急医の武田は自分と瓜二つの
溺死体と出会う。
　彼は誰なのか？なぜ死んだのか？
　デビュー作にして本屋大賞第４
位。
　現役医師が描く医療X本格ミステ
リです。

ひみつのラーメンやさん
／黒岩まゆ
　てんちゃんはラーメンが大好き。
きょうは町で人気のラーメンやさん
へ。
　香りにひかれて入ったドアの先に
はお店のすごいひみつが！
　ひみつを知ってしまったてんちゃ
んは無事に帰れるのでしょうか？

書　　　名 著者名
いもむし　ずんずん 伊佐久美

大ピンチずかん　３ 鈴木のりたけ

もっちーん 聞かせ屋。けいたろう

うちのピーマン 川之上英子・健

たれてる 鈴木のりたけ

おばけずし 苅田澄子

▲詳しくはこちら！

12広報しんとう

戸
籍
の
フ
リ
ガ
ナ

図
書
室

戸籍のフリガナ　通知ハガキが届いたら…
 問い合わせ先  住民生活課（☎０２７９－２６－２４９４）

詳しくは届いた通知か
村のHPを確認してね！



お

元気ですか

保健相談
センター
です

しんとう健康ダイヤル24
☎０１２０－０７７－００５
24時間・年中無休　通話料・相談料無料

健康相談、医療相談、介護相談、育児相談や医療機関情報を提供します。
医療機関を受診すべきか迷ったら、まずは電話でご相談ください。
※電話番号は必ず非通知設定を解除してご利用ください。

休日当番医
急病で救急車を要する場合は、迷わず「１１９番」
救急医療情報テレフォンサービス　☎０２７９－２３－００９９
夜間急患診療所（19時から22時まで、年中無休）☎０２７９－２３－８８９９

内科 外科 歯科

８月

３日（日）
中 野 医 院 原 沢 医 院 と ま る ク リ ニ ッ ク 平 形 内 科 歯 科 医 院

（渋川市渋川） （渋川市伊香保町） （渋川市金井） （渋川市石原）
☎0279-22-1219 ☎0279-72-2503 ☎0279-26-7711 ☎0279-22-2233

10日（日）
み ゆ き だ 内 科 医 院 駒 寄 こ ど も 診 療 所 加 藤 整 形 外 科 医 院 渋川駅前SHUNデンタルクリニック

（渋川市行幸田） （吉岡町大久保） （渋川市行幸田） （渋川市渋川）
☎0279-60-6070 ☎0279-55-5252 ☎0279-20-1007 ☎0279-25-7961

11日（月）
渋 川 中 央 病 院 榛東わかばクリニック 有 馬 ク リ ニ ッ ク 宮下歯科・矯正歯科医院

（渋川市石原） （榛東村山子田） （渋川市有馬） （渋川市渋川）
☎0279-25-1711 ☎0279-20-5531 ☎0279-24-8818 ☎0279-24-1939

17日（日）
青い鳥ファミリークリニック 佐 藤 医 院 大 滝 ク リ ニ ッ ク 福 田 歯 科 医 院

（渋川市行幸田） （渋川市北橘町） （吉岡町大久保） （渋川市渋川）
☎0279-26-2681 ☎0279-52-3003 ☎0279-30-5800 ☎0279-23-6677

24日（日）
石 北 医 院 岡 本 内 科 ク リ ニ ッ ク 渋 川 医 療 セ ン タ ー 関 歯 科 医 院

（渋川市渋川） （吉岡町大久保） （渋川市白井） （渋川市吹屋）
☎0279-22-1378 ☎0279-20-5353 ☎0279-23-1010 ☎0279-25-0530

31日（日）
大 谷 内 科 ク リ ニ ッ ク 痛みのクリニック長谷川医院 高 野 外 科 胃 腸 科 医 院 石 田 歯 科 医 院

（渋川市中村） （吉岡町大久保） （渋川市渋川） （渋川市渋川）
☎0279-20-1881 ☎0279-30-5055 ☎0279-24-2454 ☎0279-25-0411
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２
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２
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検
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ま
し
ょ
う

　
現
在
、
日
本
人
の
２
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に
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は
何

ら
か
の
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ん
に
か
か
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言
わ
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、
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な
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可
能
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あ
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。
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で
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治
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よ
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、
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ま
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。
が
ん
は
自
覚
症
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が

な
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で
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に
が

ん
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受
け
ま
し
ょ
う
。
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申込専用
フォーム

村
ホームページ
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職
業
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練
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ハ
ロ
ト
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）

説
明
会

■
日
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�

８
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８
日
（
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９
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12
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（
金
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13
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30
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室
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書
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さ
い
。

■
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ま
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。
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ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
、
動
画
撮
影
機
能
付
カ
メ

ラ
（
持
っ
て
い
る
方
）、
イ
ヤ
ホ
ン

Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ 

上
級
（
マ
ク
ロ
＆
Ｖ
Ｂ
Ａ
）

　

Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
で
よ
く
使
う
操
作
を

記
録
す
る
「
マ
ク
ロ
」
と
、
マ
ク
ロ

機
能
を
構
成
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

言
語
「
Ｖ
Ｂ
Ａ
」
の
基
本
に
つ
い
て

習
得
し
ま
す
。

■
日
時

　
９
月
19
日
（
金
）、
26
日
（
金
）

　
９
時
か
ら
16
時
30
分
ま
で

■
定
員　
10
人

■
応
募
締
切　
８
月
29
日
（
金
）

■
持
参
物　
筆
記
用
具

▼
開
催
場
所　

　
前
橋
産
業
技
術
専
門
校

　
（
前
橋
市
石
関
町
１
２
４
‐
１
）

▼
受
講
料　
９
，
６
０
０
円

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
前
橋
産
業
技
術
専
門
校

☎
０
２
７

−

２
３
０

−

２
２
１
１

※�

詳
細
は
、
前
橋
産
業
技
術
専
門
学

校
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

渋
川
地
区
広
域
市
町
村
圏
振

興
整
備
組
合
職
員
採
用
試
験

の
お
知
ら
せ

■
職
種

　

�

消
防
職
（
救
急
救
命
士
有
資
格
者

を
含
む
）

■�

採
用
予
定
人
員
（
令
和
８
年
４
月

１
日
採
用
）

　
若
干
人

■
受
験
資
格

　

�

日
本
国
籍
を
有
し
、
次
の
職
種
要

件
を
満
た
す
人
（
す
べ
て
令
和
８

年
３
月
卒
業
見
込
者
を
含
む
）

※�

地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
の
規
定

に
該
当
す
る
人
は
、
受
験
で
き
ま

せ
ん
。

①�

平
成
11
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
人

②�

大
学
卒
業
者
、短
期
大
学
卒
業
者
、

高
等
学
校
卒
業
者
ま
た
は
高
等
学

校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
者

③�

消
防
官
と
し
て
職
務
遂
行
に
必
要

な
身
体
（
四
肢
関
節
機
能
を
含
む
）

が
健
全
で
あ
る
こ
と

④�
採
用
後
は
渋
川
広
域
圏
内
に
居
住

で
き
る
こ
と

※
そ
の
他
の
要
件
も
あ
り
ま
す
。

■
試
験
日

〇
第
１
次
試
験

　
９
月
21
日
（
日
）

　

�

渋
川
地
区
広
域
市
町
村
圏
振
興
整

備
組
合
事
務
局

〇
第
２
次
試
験

　
10
月
中
旬
以
降
予
定

※�

第
１
次
試
験
合
格
者
に
通
知
し
ま

す
。

■
申
込
書
配
布
場
所

　

�

広
域
組
合
事
務
局
総
務
課
、
消
防

本
部
総
務
課
、
渋
川
広
域
圏
内
各

市
町
村
役
場

■
申
込
方
法

　

�

申
込
書
、
写
真
（
６
か
月
以
内
に

撮
影
・
縦
４
㎝
×
横
３
㎝
）、
救

急
救
命
士
は
免
許
証
の
写
し
を
広

域
組
合
事
務
局
総
務
課
ま
た
は
消

防
本
部
総
務
課
へ
直
接
提
出

■
申
込
期
間

　

�

８
月
１
日
（
金
）か
ら
15
日
（
金
）

ま
で

※�

土
・
日
・
祝
日
を
除
く
９
時
か
ら

17
時
ま
で

▼
問
い
合
わ
せ
先

〇
事
務
局
総
務
課

☎
０
２
７
９

−

６
０

−

５
２
０
０

〇
消
防
本
部
総
務
課

☎
０
２
７
９

−

２
５

−

４
１
９
１

　

�

な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、

組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://

w
w
w
.sknet.or.jp/

）
で
お
知

ら
せ
し
て
い
ま
す
。

お知らせ

NEWS

お盆期間中の水道業者当番表
　お盆期間中に漏水事故などが発生した場合は、次の指定工事店にご連絡ください。

月　日 指定工事店 電話番号
8月11日（月） （株）タナカ設備工事 0279－54－2812
8月12日（火） （有）小林水道工事店 0279－54－3045
8月13日（水） 浅見水道（株） 0279－54－4526
8月14日（木） 浅見水道（株） 0279－54－4526
8月15日（金） （株）清水水道 0279－54－5725
8月16日（土） （有）小林水道工事店 0279－54－3045
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就
農
支
援
講
座
の
受
講
者

を
募
集
し
ま
す

　
北
群
馬
渋
川
担
い
手
支
援
協
議
会

で
は
、
新
規
就
農
者
や
就
農
希
望
者

を
対
象
に
、
農
業
を
営
む
際
に
必
要

な
事
項
に
つ
い
て
学
ぶ
講
座
を
開
催

し
ま
す
。

■
日
時

　
10
月
か
ら
11
月
の
毎
週
火
曜
日

　
14
時
か
ら
16
時
ま
で　
全
７
回

　

�

（
詳
細
は
申
し
込
み
後
に
連
絡
し

ま
す
。）

■
場
所

　

�

Ｊ
Ａ
赤
城
た
ち
ば
な
営
農
生
活
セ

ン
タ
ー
大
会
議
室
な
ど

■
対
象
者

　

�

就
農
し
た
い
と
考
え
て
い
る
人
、

就
農
し
て
か
ら
概
ね
３
年
以
内
の

生
産
者

　
�

（
※
家
庭
菜
園
の
目
的
で
の
申
し

込
み
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
）

■
定
員

　
20
名
程
度
（
先
着
順
）

■
申
込
方
法

　

�

左
記
２
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
か
ら
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い

■
申
込
期
間

　
８
月
18
日
か
ら
９
月
８
日
ま
で

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
渋
川
地
域
農
業
課

☎
０
２
７
９

−

２
３

−

１
３
２
１

「
ぐ
ん
ま
創
業
ス
ク
ー
ル
」
受
講
生
募
集

　
創
業
す
る
た
め
に
必
要
な
基
本
的

ノ
ウ
ハ
ウ
と
創
業
後
の
顧
客
獲
得
方

法
や
売
上
ア
ッ
プ
の
た
め
の
極
意
を

学
ぶ
講
義
が
左
記
の
と
お
り
開
催
さ

れ
ま
す
。

■
日
時

　
�

10
月
５
日
、
12
日
、
19
日
、
26
日
、

11
月
２
日
（
い
ず
れ
も
日
曜
日
）

　
10
時
か
ら
16
時
ま
で

■
場
所

　
群
馬
県
商
工
連
会
館

■
対
象

　
県
内
で
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方

　
起
業
に
興
味
・
ご
関
心
の
あ
る
方

　

�

（
原
則
１
年
以
内
に
創
業
を
検
討

さ
れ
て
い
る
方
）

■��

定
員　

40
名
（
応
募
多
数
の
場
合

は
参
加
者
を
選
考
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
）

■
受
講
料　
無
料

■
申
込
期
間

　
９
月
５
日
（
金
）
ま
で

■
申
込
方
法

　

�

左
記
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
群
馬
県

商
工
会
連
合
会
Ｈ
Ｐ
に
ア
ク
セ
ス

し
、
申
込
フ
ォ
ー
ム
か
ら
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
群
馬
県
商
工
会
連
合
会

☎
０
２
７

−

２
３
１

−

９
７
７
９

　
榛
東
村
商
工
会

☎
０
２
７
９

−

５
４

−

２
３
１
８

行政相談を開催します
■日時…８月22日（金）
　　　　13時30分から16時まで
■会場…楽集センター（榛東村隣保館）
■�内容…国・県・市町村などの行政に関することにつ
いて、相談をお受けします。お気軽にご相談ください。

▶問い合わせ先（総務企画課）…☎0279-26-2195

里
親
相
談
会
（
里
親
制
度

説
明
会
）
の
御
案
内　
　

～
里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か
～

　
県
で
は
、
様
々
な
事
情
か
ら
家
庭

で
生
活
で
き
な
い
子
ど
も
を
、
家
族

の
一
員
と
し
て
迎
え
入
れ
、
愛
情
と

誠
意
を
も
っ
て
養
育
し
て
く
だ
さ
る

里
親
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
群
馬
県

独
自
の
短
期
預
か
り
里
親
登
録
制
度

も
あ
り
ま
す
。

　
北
部
児
童
相
談
所
で
は
、
里
親
に

関
心
の
あ
る
人
や
養
子
縁
組
・
特
別

養
子
縁
組
を
検
討
し
て
い
る
人
へ
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時

○
第
３
回　
８
月
７
日(

木)

○
第
４
回　
10
月
２
日(

木)

　
10
時
か
ら
12
時
ま
で

■�

場
所

　

�

県
渋
川
合
同
庁
舎
２
階
２
０
１
会

議
室

■
対
象

　

�

里
親
に
関
心
の
あ
る
人
や
養
子
縁

組
・
特
別
養
子
縁
組
を
検
討
し
て

い
る
人

　

�

（
沼
田
市
、
渋
川
市
、
北
群
馬
郡
、

吾
妻
郡
、
利
根
郡
に
お
住
ま
い
の

人
）

■
費
用　
無
料

■
申
込
方
法

　
�

事
前
の
申
込
み
が
必
要
で
す
。
前

日
の
17
時
ま
で
に
北
部
児
童
相
談

所
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※�
上
記
の
相
談
日
以
外
で
も
電
話
に

よ
る
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

　
北
部
児
童
相
談
所

☎
０
２
７
９

−

２
０

−

１
０
１
０

防
災
行
政
無
線
を
用
い
た

情
報
伝
達
試
験
の
実
施

　

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の

発
生
時
に
備
え
、
情
報
伝
達
試
験
を

行
い
ま
す
。
こ
の
試
験
は
、
全
国
瞬

時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）

を
用
い
た
試
験
で
、
榛
東
村
以
外
の

地
域
で
も
様
々
な
手
段
を
用
い
て
情

報
伝
達
試
験
が
行
わ
れ
ま
す
。

■
試
験
実
施
日
時

　
８
月
20
日
（
水
）

　
11
時
ご
ろ

■
試
験
で
行
う
放
送
内
容

　

�

防
災
行
政
無
線
か
ら
、
一
斉
に
、

次
の
よ
う
に
放
送
さ
れ
ま
す
。

【
放
送
内
容
】

上
り
チ
ャ
イ
ム
音

「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス

ト
で
す
。」
×
３

「
こ
ち
ら
は
、
ぼ
う
さ
い
し
ん
と

う
で
す
。」

下
り
チ
ャ
イ
ム
音
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広 報カレンダー 8月

日 月 火 水 木 金 土
27 28 29 30 31 1 2

楽 9:00 夏休み子ども楽
集スクール③

児 10:00～12：00�夏祭り
（事前予約制20人まで）

3 4 5 6 7 8 9
耳 10:00・14:00 ワークショップ 楽 9:00 夏休み子ども楽集スクール④

保 10:00 はつらつ教室
保 13:30 健康相談

楽 9:00 夏休み子ども楽集スクール⑤
保 13:00 ２歳児健診

楽 10:00 はつらつ教室
保 10:30 おはなしアイアイ

さ 9:30 心配ごと相談

10 11 12 13 14 15 16
山の日 さ 10:00 

障害福祉なんでも相談
公 9:00 ふるさと公園夏まつり
村 17:15 ～ 19:30 住民生活課夜間窓口

公 9:00 ふるさと公園夏まつり

17 18 19 20 21 22 23
総 8:00�村長杯争奪野球大会① 保 10:00 はつらつ教室

保 13:30 健康相談
楽 13:30 楽集シネマ

保 13:00 ３歳児健診 保 13:15 ２歳６カ月児歯科健診
村 13:30 農地・農業者年金相談
楽 13:30 人権相談

楽 10:00 はつらつ教室 楽 13:30 行政相談
さ 13:30 無料法律相談
保 13:30 みみの元気度チェック

耳 10:00・14:00 ワークショップ

24 25 26 27 28 29 30
総 8:30�村長杯争奪野球大会②
総 8:40�村民テニス大会（個人戦）
耳 10:00・14:00 ワークショップ

保 10:00 はつらつ教室
保 13:30 健康相談
村 15:00�手話通訳者設置

保 13:00 乳児健診 保 9:30 すくすく教室（栄養・助産師相談）
楽 10:00 はつらつ教室
保 10:00 離乳食スタート教室
保 10:30 すくすく教室（ベビーマッサージ）

保 9:30 料理教室

31 1 2 3 4 5 6
総 8:30�村長杯争奪野球大会③
村 8:30～17:15 日曜税務窓口
村 9:00 ～ 11:30 住民生活課日曜窓口

不動産売買は　まかせて安心　地元の業者

有限
会社 マシモ開発
〒370-3502　北群馬郡榛東村大字山子田 873-1

TEL.0279-54-5550 ㈹
FAX.0279-54-5649

【有料広告欄】

榛東村新井1223-1

0279-25-8820

診療時間変更の
お知らせ
都合により当面の間、午後診療
時間を下記の通りに変更させて
いただきます。
ご迷惑をおかけしますが、
よろしくお願いします。

《変更前》14:30~19:00
　　　　　⬇
《変更後》

14:00~18:30

実施場所 村村役場　保保健相談センター　さささえの家　中中央公民館　南南部コミセン　ふふれあい館　耳耳飾り館　
児児童館　アしんとうスポーツアリーナ　楽楽集センター　総総合グラウンド　公ふるさと公園　榛榛東中体育館

いわくら榛東接骨院いわくら榛東接骨院
でんわ 090-7426-4752

榛東村広馬場 873-2 サクシードヒルＤ.Ｅ 2 部屋分
駐車場はウラに多数有ります　℡0279-25-8666
※八ノ海道信号東に 800m『小林新聞店さん』東 100m左折すぐ

(^o^) コロナ対策徹底！　個室施術、最新エコーも完備 (^o^)
『交通事故／労災指定・保険接骨院』７時半まで受付　時間外予約も可！

有限会社 群馬サポート
☎0279-54-2322 村内全域
■浄化槽保守点検 ■浄化槽清掃
■浄化槽修理 ■一般くみとり
榛東村長岡939-1 お気軽に連絡ください。

※ふれあい館休館日
　8/12（火）、8/25（月）

児ヨーヨー釣り（夏祭り不参加者）※8月末まで。在庫終了まで。
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自衛官募集相談員の委嘱式
　６月17日（火）、村役場で自衛官募集相談員の委嘱交付
式が行われました。自衛官募集相談員とは、自衛官志願
者に関する情報提供、自衛隊地方協力本部の行う広報活
動へ協力してくださる方のことです。相談員の任期は２
年ですが、石川�正人さんは相談員歴５年目に突入。下里�
勝也さんは20年目になります。自衛隊と地元との懸け橋
として、今後ともよろしくお願いいたします。

赤十字奉仕団退団者へ感謝状贈呈
　６月３日（火）、村役場で榛東村赤十字奉仕団を退団さ
れる青木�歌子さん、田村�秋江さん、山口�千枝子さんに、
感謝状を贈呈しました。炊き出しや募金活動など村にお
ける活動にとどまらず、東日本大震災が起きた際は、現
地でのボランティア活動に尽力してくださいました。長
年にわたる活動に心から感謝の意を表します。

道を安全に歩けていますか？
　６月４日（水）、南部コミュニティセンターで榛東村交
通安全会の女性部が村内の園児に向けて交通安全教室を
開催しました。人形劇では、アンパンマンたちが「どうす
れば安全に公園に行けるか」を試行錯誤していました。交
通事故を未然に防ぐために、ぜひご家庭においても交通
ルールについて話し合う機会を設けてみてくださいね。

額縁のむこうに広がる世界
　６月25日（水）～ 27日（金）、村役場村民ホールで彩友
会（榛東村文化協会加盟団体）の水彩画展が開催されまし
た。この会は、20年以上前に公民館で透明水彩の講座
をしていた仲間たちで結成したそうです。会場には、村
内・県内の風景をはじめ、フルーツや花など作者により
丁寧に描かれた作品が並びました。

誰一人取り残さない社会の構築へ！
　７月１日（火）、南部コミュニティセンターで第75回“社
会を明るくする運動”榛東村推進委員会が開催されまし
た。社会を明るくする運動とは、犯罪や非行のない明る
い社会を築こうとする全国的な運動です。同委員会では、
地域・更生保護施設との連携や薬物乱用防止活動などに
取り組んでいます。10月26日（日）に講演会を行います。
詳しくは村のホームページをご覧ください。

人権感覚を育むために
　６月18日（水）、中央こども園と南部こども園で渋川
北群馬人権擁護委員が人権教室を開催しました。委員さ
んたちは教室が始まる直前まで、劇のリハーサルを繰り
返します。教室が始まると、寸劇「ウサギとカメ」や、
人権の歌の合唱などで大盛り上がり。教室を終えた後、
委員の方は「楽しくて面白くなければできない」と長年
活動を続ける秘訣を笑顔で教えてくださいました。

17 広報しんとう
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人口と世帯
（６月末日現在）

※（　）は対前月

総人口

男

女

世帯数

14,464人（−６）

 7,388人（−７）

7,076人（+１）

6,260戸（−１）

〜犬のフンは〜犬のフンは
持ち帰ろう！〜持ち帰ろう！〜

助けて！しんとうちゃん

最近、「犬のフン」に関する苦情が多く寄せられているよ。犬のフンが放置
されることにより、周辺に住む方々に迷惑をかけるだけでなく、衛生環境
上も良くない状態になってしまうよ…。

このまま、村が汚くなってしまったらどうしよう。フンを踏ん
4 4

じゃったら
大変だよ…。

犬を散歩させる際は、道路や公園などの公共の場所はもちろん、他人の所
有地にフンを放置しないようにする必要があるよね。

みんな！散歩の際は、フンを処理する袋を必ず携行し、
処理をして自宅に持ち帰り、燃えるごみとして処分しよう！

◀�役場では、環境美化推進協議会と連携し、犬のフンに困っ
ている地域に、左記のような看板を設置しています。

村一丸となって、犬のフンを放置することを許さない風習
を作っていきましょう！

問い合わせ先／住民生活課
☎0279-26-2494

イベント
情報

EVENTS  INFO

 問い合わせ先  産業振興課（☎０２７９－２６－２５５９）

榛東村ぶどう郷８月１日から順次オープン

　８月１日から順次、榛東村の特産ぶどうの収穫シー
ズンが始まります。各農園でぶどう狩りが楽しめ、直
売所では採れたてのみずみずしいぶどうが並びます。
　地元、榛東村ならではの“おいしいぶどう”をぜひ味
わってみてください！

営業期間
　８月上旬から９月下旬（営業時間は各園によって異なります）

榛東村ぶどう組合がぶどう郷のPR動画を
作成しました。ホームページに掲載して
いますので、ぜひご覧ください。

榛東ぶどう

一粒どう
4 4 4

？
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フンの処理は飼い
主の方の責任だよ！


